
市立幼稚園の「預かり保育」について 

 

令和６年７月 

新潟市教育委員会 教育総務課 

 

 

対象 
預かり保育を実施する施設の在籍園児 

※在籍園児の方は、どなたでも、いつでもご利用できます。 

実施日 月曜日～金曜日 

実施時間 

【平日】    教育活動終了後～午後６時 

【長期休業日】 午前の部：午前９時～午後２時 

        午後の部：午後２時～午後６時 

休業日 

土曜日、日曜日、祝日、お盆前後期間、年末年始休業日 

※その他、園長が園の運営上やむを得ないと判断したときは、預かり

保育を実施しない場合があります。 

利用料 

１回 ５００円 

（長期休業日は午前・午後の部それぞれで５００円となります。） 

 

＜内訳＞ 

○預かり保育利用料 

【平日】    利用時間に関わらず１回４５０円 

【長期休業日】 午前の部：利用時間に関わらず１回４５０円 

        午後の部：利用時間に関わらず１回４５０円 

 ※国の幼児教育・保育の無償化による新２号、新３号認定の対象と

なる方は、利用料の償還請求をすることができます。詳細は別紙

をご確認ください。 

 

○その他費用（おやつ代、教材費等） 

 １回の利用につき、５０円 

 ※長期休業日に午前、午後の部の両方を利用した場合、５０円×２

回＝１００円となります。 

 

◎その他費用は、預かり保育利用料と一緒に徴収します。 

◎利用料は現金徴収となります。（口座振替は行いません。） 



利用方法 

【各年度で初めて預かり保育を利用するとき（年１回）】 

①「令和○年度新潟市立幼稚園預かり保育登録書」に必要事項を記入

し、園に提出してください。 

（各年度で初めて預かり保育を利用する月の前月第１週目まで。） 

 

【①を提出したあと（毎月）】 

②園から翌月の「預かり保育利用予定表」を受け取り、預かり保育の

希望日、送迎予定時刻など必要事項を記入し、園に提出してくださ

い。預かり保育を希望しない月は「希望しない」にチェックをして

提出してください。 

 （預かり保育を利用する月の前月第２～４週末まで） 

③預かり保育利用予定日に預かり保育を利用。 

 ※予定変更（送迎時間の変更、利用中止など）がある場合は、早め

に園にご連絡ください。 

④預かり保育利用の翌月上旬に、預かり保育の利用実績に応じて、園

から利用料の請求がありますので、指定の集金袋等に利用料を入

れ、園が指定する期限までに園に提出してください。 

 ※徴収後、領収書（「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼

提供証明書」）をお渡しします。 

食事等 

【平日】    おやつを提供します。 

【長期休業日】 午前の部：昼食としてお弁当（飲み物）を持参して

いただきます。 

        午後の部：おやつを提供します。 

その他 

○次の場合、急なお迎えをお願いしたり、保育を中止する場合があり

ます。 

 ・園児の体調がすぐれない場合 

 ・医療等にかかる必要があるけがや事故があった場合 

 ・災害時や気象状況等に伴う警報が発令された場合 

○お子さんが不安にならないよう、予定の時刻までにお迎えに来てい

ただきますようお願いいたします。 

 

 



「幼児教育・保育の無償化」による預かり保育利用料の無償化ついて 

  

令和６年７月 

新潟市教育委員会 教育総務課 

 

対象者 

○保護者が就労などの保育必要事由を満たし、１号認定（教育活動

時間分の認定）に加え、「施設等利用給付認定（新２号・新３号認

定）」を受けることができる園児 

認定区分 対象となる子ども 

新２号認定 

３歳児以上（満３歳に達する日以後の最初の３月

３１日を経過した小学校就学前の子ども）で保育

が必要な子ども 

新３号認定 

満３歳児（満３歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある小学校就学前の子ども）の保

育が必要な子どもで住民税が非課税の世帯 
 

認定から 

利用費給付ま

での流れ 

【認定】 

①施設等利用給付認定のための申請書と必要書類を園に提出する。 

②新潟市から施設等利用給付の認定通知書が届く。 

③預かり保育を利用し、利用費を園に納入する。 

【給付（償還払い）】 

④預かり保育を利用した翌月以降に、預かり保育利用費給付（償還

払い）申請書類を園に提出する。 

⑤新潟市から預かり保育利用費の給付決定通知書が届き、対象の利

用費が給付（償還）される。 

保育必要 

事由 

○施設等利用給付認定（新２号・新３号認定）を受けるためには、

保護者が以下のいずれかの保育必要事由を満たす必要がありま

す。（詳細は別紙資料を参照） 
 

【就労】…月６４時間以上の就労 

【就学】…学校や職業訓練校への在学（月６４時間以上の就学） 

【介護・看護】…長期にわたる病気や心身に障がいを有する同居親

族の介護・看護（月６４時間以上の介護・看護） 

【妊娠・出産】…妊娠中または出産後間もない 

【疾病・負傷】…疾病を患っているまたは負傷中 

【障がい】…身体や精神に障がいを有する 

【災害】…震災、火災、その他の災害の復旧作業 

【求職活動】…継続的な求職活動 

【育児休業】…育児休業中 



【
認
定
】 

申請時の 

提出書類 

○以下の書類を在籍園に提出してください。 

・「子育てのための施設等利用給付認定（新規）申請書」 

・保育必要事由に応じた添付書類 

（申請を希望する方は園に申し出て申請書を受け取ってください。） 

申請時の 

注意点 

○申請者（代表保護者）は１号認定の代表保護者と一致するように

してください。 

○施設等利用給付認定（新２号・新３号認定）の認定日は、申請書

にある「認定希望日（施設利用開始日）」に記入した日付と園が申

請書類を受け取った日付の遅い方の日付となりますので、「認定

希望日」より前に提出してください。 

○申請が遅れた場合、認定日より前の預かり保育利用費については

給付（償還払い）の対象外となりますので、ご注意ください。 

○書類に不備がある等の理由により、園で受け取れない場合があり

ますので、認定希望日より早めに提出してください。 

【
給
付
（
償
還
払
い
）
】 

申請時の 

提出書類 

○以下の書類を預かり保育利用月毎に在籍園に提出してください。 

・「施設等利用費請求書（償還払い用）」 

・「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書」 

（預かり保育を利用した月の翌月に園から必要書類をお渡しします。） 

申請時の 

注意点 

○申請は預かり保育の利用月ごとに必要となります。 

○償還払いの振込先は代表保護者名義の口座としてください。異な

る名義の口座の場合、別途委任状が必要となります。 

○償還払いの振込先を新規申請する場合や、口座変更をする場合、

口座情報の分かるもの（通帳の写し等）を添付してください。 

給付対象金額 

日額４５０円×預かり保育の利用日数 
 
○その他費用（おやつ代、教材費等）は給付対象外となります。 

○支給日は申請書を提出した月の２ヶ月後の１５日（土日、祝日等

の場合は翌営業日）となります。（４月分の預かり保育利用料→５

月に施設等利用費給付申請書を提出→７月１５日に支給） 

その他 

○施設等利用給付認定（新２号・新３号認定）が認定となった後、

次の場合に「変更届」の提出が必要です。 

・保育必要事由が変更となった場合 

・保育必要事由がなくなった場合 

・転居、世帯員の構成に変更があった場合など 

○状況に変更があった場合は、すぐに在籍園に申し出てください。 

 ※認定取り消しによる利用費給付の返納が生じる場合がありま

すので、ご注意ください。 

 


